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令和５年度第１回 稲沢市地域公共交通会議 会議録  

 

【日 時】令和５年１１月１６日（木） 

午前１０時から午前１１時３０分まで 

 

【場 所】稲沢市役所 ２階 政策審議室 

 

【出席委員数】１５名（４名欠席） 

 

【傍聴者数】０名 

 

【議事次第】 

１ あいさつ【会長】 

   中部運輸局愛知運輸支局から「地域公共交通会議の在り方」について説明 

２ 議事 

報告事項（１） 稲沢市コミュニティバス等利用状況報告について 

３ その他 

  （１）稲沢市コミュニティバスＯＤ調査について 

  （２）稲沢おでかけタクシー利用状況等報告について 

 

【議事内容】 

２ 議 事 

報告事項（１） 稲沢市コミュニティバス等利用状況報告について 

○ 資料番号１に基づき、「平成３１年４月１日から令和５年３月３１日ま

で」及び「令和５年４月１日から令和５年９月３０日まで」の「稲沢市コ

ミュニティバス及びコミュニティバス接続便利用状況等報告書」の説明を

行った。 

 

【主な意見】 

・ コミュニティバスの支線の話になるが、乗務員の人員不足や高齢化の問

題が深刻化している中で、最近話題にも挙がっている自家用有償運送など

により、地元の方々にも地域の公共交通を担っていただくことを今後は検

討していく必要があるのではないかと考えている。 

【委員】 
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  ・ 乗務員の人員不足や高齢化の問題もあり、今後の公共交通を運送事業者

だけで担っていくのは困難な状況になりつつあるが、まずはタクシーが機

動力を上げれば、そういったところをカバーできると考えているため、国

において、現在はタクシーの規制緩和について積極的に検討が進められて

いるところである。  

それでもタクシーだけではカバーできない部分については、自家用有償

運送などによりカバーする方法も併せて検討されている。 

【委員】 

 

・ コミュニティバス接続便の利用状況について、接続便乗り場「儀長」の

利用が往路と復路で大きな差があるが、理由は把握しているか。 

【委員】 

 

→ 毎月の報告書を確認すると、特定の利用者が定期的に往路のみ利用

されていることが推測できます。 

                           【総務課】 

 

・ 名鉄バス株式会社の直営バスにおいて、１０月１日に運賃改定を行って

いるが、稲沢市内を運行する直営バスについては、コミュニティバスとの

共同運行により協議運賃となっているため、現時点では運賃改定の対象か

ら除外している。  

今回の運賃改定は、バスの乗務員不足が背景にあり、乗務員の待遇改善

が大きな目的の一つとなっている。運賃改定の手続きの際には、「乗務員の

賃金を上げる」という理由を挙げており、改定後に乗務員の賃金を必ず上

げることになるため、稲沢中央線の市委託分に係る人件費についても今後

影響があるものと考えている。  

いずれにしても、稲沢市内を運行する直営バスについては、現時点で運

賃の改定はしていないことだけ報告させていただく。 

【委員】 

 

→ 協議運賃については、１０月１日の法改正により、協議運賃の協議

の場に関する仕組みが大きく変わったため、現在、愛知運輸支局にも

相談しながら情報を整理しておりますので、情報の整理ができました

ら、改めて委員の皆様にご報告いたします。 
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  また、名鉄バス株式会社が運行する稲沢中央線以外に、本市のコミ

ュニティバス支線及び接続便については、名鉄西部交通株式会社に運

行を委託しているため、市全体のバランスを見ながら検討していく必

要があると考えております。 

                           【総務課】 

 

・ 本会議資料について、現在は、幹線、支線及び接続便における利用状況

をそれぞれで報告しているが、稲沢市内には、その他にも「稲沢おでかけ

タクシー」など様々な交通の仕組みがあるため、今後は、市全体における

輸送量やコストの増減がわかるような資料の作り方を検討していただく

と良い。 

【委員】 

 

→ 今後、検討いたします。 

                           【総務課】 

 

  ・ 令和５年４月１日の改正で、下津・稲沢線と大里線の路線を見直し、新

たに「下津・大里線」として運行しているが、この半年間の利用者数など

を見ると少し寂しく感じる。事務局はどのように評価しているか。 

【会長】 

 

→ 旧「下津・稲沢線」におきましては、国府宮駅からアピタ稲沢店の

区間も運行しておりましたが、今回の改正により、令和５年４月から

その区間は「祖父江・稲沢線  ふれあいの郷系統」が運行し、「下津・

大里線」は、リーフウォーク稲沢から国府宮駅を経由して大里地区の

量販店へと運行しております。  

  国府宮駅とアピタ稲沢店の区間については、旧「下津・稲沢線」の

路線の中で利用者が多い区間でありましたが、今回の改正をきっかけ

に、旧「下津・稲沢線」の利用者の一部が、祖父江・稲沢線の利用へ

と移ったことも、今年度の祖父江・稲沢線の利用者増に繋がったもの

とみております。  

  その中で、「下津・大里線」についても、改正後、徐々にではあり

ますが利用者が増えてきておりますので、今後の推移を注視してまい

りたいと考えております。  

                         【総務課】 

 



 4 

３ その他  

（１）稲沢市コミュニティバスＯＤ調査について  

   ○ 令和５年度のＯＤ調査（11/17、20、21、22）について説明を行った。  

 

（２）稲沢おでかけタクシー利用状況等報告について 

   ○ 資料番号２に基づき、「稲沢おでかけタクシー利用状況等報告書」につ

いての説明を行った。 

（３）その他 

・ 令和５年４月の改正により廃止したバス停留所「大里駅」の取り扱いに

ついて、コミュニティバス接続便乗り場の設置並びに乗り入れ等の要望が

出ているため、当協議会において今後協議をお願いしたいと考えている旨

の説明を行った。  

                               

以上で閉会した。  


